
砂川市告示第 ６６ 号 

令和５年 ７月 ３日 

 

砂川市文書管理・電子決裁システム導入について、受託候補事業者を公募型プロポーザル

方式により選定するので、次のとおり募集する。 

 

砂川市長 飯 澤 明 彦 

１．業務の内容  

（１）業務の名称  

砂川市文書管理・電子決裁システム導入業務  

（２）業務内容  

別紙「砂川市文書管理・電子決裁システム導入業務仕様書」のとおり。  

（３）業務概要 

別紙「砂川市文書管理・電子決裁システム導入業務公募型プロポーザル実施要領

（以下「実施要領」という。）」のとおり。 

（４）契約期間 

契約締結の日から令和６年３月31日まで。  

 

２．参加資格  

公募型プロポーザルに参加を希望する者は、次のいずれにも該当するものとする 

（１）地方自治法施行令第（昭和22年政令第16号）167条の４の規定により一般競争入

札への参加を排除されていない者であること。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがな

されている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては

再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不

健全である者でないこと。 

（３）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は企画提案

書等の提出期限日前６か月以内に手形小切手の不渡りを出した者でないこと。 

（４）手続開始の公示の日から契約締結の日までの間のいずれかの日において、指名除

外措置を受けている者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団又は砂川市暴力団排除条例（平成24年条例第18号）第２条

第３号に規定する暴力団員等の統制の下にある者でないこと。 

（６）代表者又は役員が暴力団員等である者でないこと。 

（７）暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 



（８）企画提案書等の提出期限の日から契約締結日の前日までの間に営業停止処分を受

けていないこと。 

（９）提案業務又は類似する業務を引き続き２年以上営業していること。 

（10）事業の趣旨を十分に理解し、仕様書に基づき委託事業を実施するために必要な組

織、人員、資金等の経営基盤を有し、的確に遂行できること。 

（11）プライバシーマーク、又は情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）

の第三者機関の評価によるセキュリティ基準の認定を受けており、適切な更新がな

されているとともに、個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講じる体制を確

保できること。 

（12）国税及び地方税等、各種税金を滞納していないこと。 

 

３．スケジュール 

内容 期日 

実施要領等の公表 令和５年７月３日（月） 

質問の受付期間 令和５年７月３日（月）～７日（金） 

質問の回答期限 令和５年７月１１日（火） 

参加申込書の提出期限 令和５年７月１４日（金） 

参加資格要件確認結果通知及び企

画提案書提出要請 
令和５年７月２１日（金） 

企画提案書提出期限 令和５年７月３１日（月） 

プレゼンテーション審査及びデモ

ンストレーション審査 
令和５年８月７日（月）（予定） 

審査結果通知 令和５年８月１０日（木）（予定） 

 

４．選定方法 

企画提案・実績・進行・見積りなどを評価・検討したうえで、最も適切な業者を選定す

る。なお、５事業者を超える企画提案書等の提出がある場合は、企画提案書等による書類

審査のうえ、上位５事業者を本プロポーザルへの参加事業者とする。 

評価は下記の審査項目に基づき実施し、各選定委員の評価点の合計点で最も評価の高い

者を選定する。ただし、評価点の合計が同点の企画提案者が複数ある場合は、協議のうえ

選定する。 

審査項目 

企業・技術評価 機能要件 

プレゼンテーション 

デモンストレーション 

価格評価 見積書 

 



５．失格条項 

本プロポーザルの提案者又は提出された企画提案書等が、次のいずれかに該当する場合

は、失格とします。 

（１）企画提案書等の提出方法、提出期限等が実施要領に適合していないとき。 

（２）企画提案書等の作成形式等が実施要領に適合していないとき。 

（３）企画提案書等の提出期限後に見積書の金額を訂正したとき。 

（４）虚偽の申請を行い、参加資格を得たとき。 

（５）本プロポーザルの手続きの過程で、前記２．参加資格の規定に抵触することが明ら

かになったとき。 

（６）書類に虚偽の記載があったとき。 

（７）提案者がプレゼンテーション審査及びデモンストレーション審査に出席しないと

き。 

（８）見積書の金額が、実施要領に示した予算額を超過しているとき 

（９）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場

合。 

 

６．業務委託の契約 

(１) 本市は、最も評価が高い者を本業務委託の受託事業者として、契約締結交渉を行

うものとし、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行うものとします。な

お、契約の際には改めて見積書を提出するものとします。 

(２) 受託事業者が前記５．失格条項に該当すると認められた場合、又は本市と本業務

契約締結交渉が不調となった場合は、次順位である者と契約交渉を行うことができ

るものとします。 

(３) 選定後、前記２．参加資格の規定に抵触することが明らかになった場合、取組体

制が変わった場合は、受託事業者としての資格を取り消すことがあります。 

（４）本プロポーザルにおける契約は、令和６年３月31日までを予定しているものであ

り、翌年度以降からのシステム運用保守等に関する契約は、予算措置がされた場合

に締結するものとする。 

 

７．その他留意事項 

(１) 提出後の記載内容の追加、修正及び再提出はできないものとします。 

(２) 本プロポーザルに参加するために要する費用は、全て受託候補事業者の負担とし

ます。 

(３) 書類記入に当たって使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本

の標準時及び計量法(平成４年法律第51号)に定める単位とします。 

(４) 審査結果の評価が最も高い受託候補事業者の企画提案書等は、公表する場合があ

ります。また、本市は、本プロポーザルに関する公表を行う場合及び本市が必要と認



める場合に、企画提案書等を無償で使用できるものとします。企画提案書等に含まれ

る第三者の著作権の公表などの使用に関しては、受託候補事業者が第三者の承諾を得

ておくものとします。 

(５) 本プロポーザルのために本市より受領した資料は、本市の了解なく公表、使用す

ることはできません。 

(６) 本プロポーザル参加表明後に、辞退される場合は、本プロポーザル参加辞退届を

提出してください。 

（７）本プロポーザルの参加にあたり、本プロポーザル参加者に生じた損害等について

は、市は一切その責任を負わない。 

（８）電子メール等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない。 

（９）実施要領に記載されていない事項が発生した場合は、公平性を考慮の上、適宜本

市が判断する。 

 

８．担当部署 

〒073-0195 北海道砂川市西７条北２丁目１-１ 

        砂川市役所総務部ＤＸ推進課業務改善係 

        電  話： 0125-54-2121 

        E-mail： kaizen@city.sunagawa.lg.jp 


